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○標準冷蔵倉庫寄託約款（ 甲）  

令和八年国土交通省告示第第二百三十八号 
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第一章 総則 

 

（ 本約款の適用）  

第一条 当会社の締結する 寄託、 寄託の予約及びこ れら に関連する 契約については、 こ の約

款に定める と こ ろによ る 。  

２  こ の約款に規定し ていない事項については、 法令及び慣習によ る 。  

 

 （ 営業時間及び休業日）  

第二条 当会社は、 営業時間及び休業日を定め、 営業所その他の事業所の店頭に掲示し 、 又

は当会社のウ ェ ブサイ ト に掲載する 。  

２  前項の営業時間及び休業日を臨時に変更する 場合には、 あら かじ め寄託者に通知する も

のと する 。  

 

（ 庫入、 庫出その他の作業）  

第三条 貨物の庫入及び庫出その他の作業は、 全て当会社が行う 。 ただし 、 当会社が特に承

認し たと き は、 こ の限り でない。  

 

 （ 附帯業務等）  

第四条 当会社は、 搬出入車両内での手荷役、 仕分、 全数検品・ 開梱検品及びラ ベル貼り そ

の他の通常倉庫業務（ 保管、 庫入庫出） に附帯する 業務について委託さ れた場合、 当会社

が別途定める 料金又は実際に要し た費用を請求する こ と ができ る 。  

２  当会社は、 十分な時間的余裕のない入出庫指図及び指図の取消し が発生し た場合には別
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途費用を請求する こ と ができ る 。  

 

 （ 書面によ る 意思表示）  

第五条 当会社は、 寄託者又は証券所持人が当会社に対し て通知、 指図その他意思表示を行

う と き は、当該寄託者又は証券所持人に対し 、書面、フ ァ ク シミ リ 装置又は電磁的方法（ 電

子情報処理組織を使用する 方法その他の情報通信の技術を利用する 方法であっ て当会社で

定める も のをいう 。 以下同じ 。） によ る こ と を要求する こ と ができ る 。  

 

 （ 通知、 催告）  

第六条 寄託者は、 その氏名若し く は名称、 住所又は電話番号を 変更し たと き は、 遅滞なく

当会社に通知し なければなら ない。  

２  当会社の寄託者又は証券所持人に対する 通知又は催告は、 当該寄託者若し く は証券所持

人を 知る こ と ができ ないと き 又はその所在を知る こ と ができ ないと き は、 民法（ 明治二十

九年法律第八十九号） 第九十八条に定める 方法によ り 行う こ と ができ る 。  

 

 （ 動産譲渡登記の通知）  

第七条 寄託者は、 寄託物を 目的と し た動産譲渡登記がなさ れた場合は、 その旨を当会社に

通知し 、 登記上の譲受人から の引渡請求に係る 当会社から の催告の送付先、 責任者の職責

及び氏名を書面、 フ ァ ク シミ リ 装置又は電磁的方法によ り 提出し なければなら ない。  

２  前項に定める 送付先に、 配達証明付内容証明郵便によ り 送付し た催告書は、 その催告書

が通常到達すべき であった時に、 当該寄託者に到達し たも のと みなす。  

 

 （ 業務上受領する 金銭の利息）  

第八条 当会社は、 業務上受け取った金銭に対し ては、 利息を付けない。  

 

   第二章 寄託の引受け及び受寄物の入庫 

 

 （ 寄託引受けの制限）  

第九条 当会社は、 次の場合には、 寄託の引受けをし ないこ と ができ る 。  

一 当該寄託の申込みがこ の約款によ ら ないと き 。  

二 当該貨物が危険貨物、 変質又は損傷し やすい貨物、 荷造り の不完全な貨物その他の保

管に適し ない貨物と 認めら れる と き 。  

三 当該貨物の保管に適する 設備（ 自動化機器及び情報シス テムに関わる も のを含む。） が

ないと き 。  

四 当該貨物の保管に関し 特別の負担を求めら れたと き 。  

五 当該貨物の保管が法令の規定又は公序良俗に違反する と き 。  

六 寄託者が、 暴力団員によ る 不当な行為の防止等に関する 法律（ 平成三年法律第七十七
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号） 第二条第二号に定める 暴力団若し く はこ れに準ずる 組織又はその構成員若し く はそ

の関係者と 判断でき る 場合。  

七 当該貨物の保管のための施設又は装置の機能に支障がある と き 。  

八 その他やむを得ない事由がある と き 。  

 

 （ 寄託申込書）  

第十条 寄託者は、 貨物の寄託に際し 、 こ の寄託約款を承諾のう え、 当該貨物に関し て次に

掲げる 事項を記載し た書面（ 以下「 寄託申込書」 と いう 。） を提出し なければなら ない。  

一 貨物の種類、 品名、 個数、 数量、 単位及び荷造り の種類並びに記号・ 規格 

二 貨物を保管する のに適切な保管室温度帯（ 倉庫業法第三条の登録の基準等に関する 告

示（ 平成十四年国土交通省告示第四十三号） 第十九条第二項第一号 ｔ
２ の表に掲げる 級

をいう 。）  

三 寄託者の氏名又は名称、 住所及び電話番号 

四 保管場所及び保管期間を定めたと き は、 その旨 

五 保管方法を定めたと き は、 その旨 

六 貨物の保管又は荷役上特別の注意を要する と き は、 その旨 

七 第二十一条の容積建保管を行う 場合にあっては、 次に掲げる 事項 

イ  容積 

ロ  期間 

ハ 当該区画に寄託する 貨物の最大数量又は最大個数 

八 その他必要な事項 

２  前項の寄託者は、 寄託申込書の提出に代えて、 寄託申込書に記載すべき 事項をフ ァ ク シ

ミ リ 装置又は電磁的方法によ り 提供する こ と ができ る 。 こ の場合において、 当該寄託者は、

寄託申込書を提出し たも のと みなす。  

３  当会社が寄託申込み前に貨物の送致を受けた場合において、 当該貨物の寄託を引き 受け

たと き は、 寄託者は、 当会社が送致を受けた日の日付によ り 寄託申込書を提出し なければ

なら ない。 こ の場合においては、 寄託契約は、 送致の日から 効力を生じ たも のと みなす。  

４  当会社は、 寄託者が寄託申込書を提出し ないため、 寄託申込書に記載すべき 事項を記載

し ないため又は寄託申込書に記載し た事項が事実と 相違する ため生じ た損害については、

責任を負わない。  

 

（ 寄託者名義変更）  

第十一条 当会社は、 寄託者から の依頼によ り 指定さ れた受寄物について、 指定さ れた日に

指定さ れた者（ 以下こ の条において「 新寄託者」 と いう 。） へ寄託者の名義を変更する こ

と ができ る 。 ただし 、 当該寄託者及び新寄託者に対する 当会社の評価によ っては、 こ の依

頼を引受けし ない場合がある 。  

２  寄託者が名義変更依頼をする 場合は、 次に掲げる 事項を記載し た依頼書面を提出し なけ
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ればなら ない。 ま た、 こ の他の手続については、 当会社の定める 方法によ り 行う 。  

一 名義変更指定日 

二 新寄託者の氏名又は名称、 住所及び電話番号 

三 保管料及び諸掛り の負担区分 

四 新寄託者の保管料負担開始日（ 起算日）  

３  前項の寄託者は、 同項の書面の提出に代えて、 当該書面に記載すべき 事項をファ ク シミ

リ 装置又は電磁的方法によ り 提供する こ と ができ る 。 こ の場合において、 当該寄託者は、

当該書面を提出し たも のと みなす。  

４  名義変更指定日（ 営業開始時刻） をも って名義変更手続完了と し 、 こ れ以降は当該手続

の変更及び取消し はでき ない。  

 

 （ 寄託契約の成立と 貨物の引渡し ）  

第十二条 当会社が寄託の申込みを承諾し たと き は、 寄託申込者は、 約定の日時に約定の場

所で貨物を引き 渡さ なければなら ない。  

２  前項の場合において、 当会社は寄託申込書に記載の貨物の引渡し を受ける こ と によ り 、

寄託契約の成立と する 。  

３  当会社は、 貨物の引渡し を受けたと き は、 寄託者の請求によ り 、 貨物受取書又は入庫通

知書を交付する 。  

４  前項の場合において、 当会社は、 貨物受取書又は入庫通知書の交付に代えて、 貨物受取

書又は入庫通知書に記載すべき 事項をフ ァ ク シミ リ 装置又は電磁的方法によ り 提供する こ

と ができ る 。 こ の場合において、 当会社は、 貨物受取書又は入庫通知書を交付し たも のと

みなす。  

 

 （ 寄託承諾の取消し 及び寄託契約の解除）  

第十三条 当会社が寄託の申込みを承諾し 、 又は寄託の申込みを 承諾し た貨物の引渡し を受

けた後でも 、 次の事由がある と き は、 承諾を取り 消し 、 又は契約を解除する こ と ができ る 。 

一 第九条各号のいずれかに該当する こ と が明ら かになったと き 。  

二 前条第一項によ る 貨物の引渡し がなさ れなかったと き 。  

三 当該貨物の価額がその保管料その他の費用に満たなく なったと き 。  

四 寄託者が正当な事由がなく 受寄物の検査を拒絶し たと き 。  

２  寄託者が当会社に貨物を 引き 渡し た後、 当会社が前項によ り 契約を解除し たと き は、 寄

託者は、 遅滞なく 保管料、 荷役料、 立替金その他の費用を支払い、 当会社が指定する 期間

内に貨物を引き 取ら なければなら ない。  

３  当会社は、第一項によ り 承諾の取消し 又は契約の解除をし たこ と によ る 損害については、

責任を負わない。  

４  当会社は、 第二項の期間の経過し た後は、 貨物について生じ た損害について責任を負わ

ない。  
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 （ 受寄物の検査）  

第十四条 当会社は、 入庫に当たり 積付け外観のみ検査し 、 受寄物の内容について検査を行

わない。 ただし 、 当会社が受寄物の内容の検査を必要と する 場合、 寄託者の承諾を得て、

かつ、 寄託者の費用において受寄物の全部又は一部についてその内容を検査する こ と がで

き る 。  

２  前項ただし 書の場合において、 寄託者の承諾を求める いと ま のないと き は、 その限り で

ない。  

 

   第三章 証券及び在庫証明書 

 

 （ 倉荷証券の交付）  

第十五条 当会社は、 受寄物に対し て、 寄託者の請求があったと き は、 倉荷証券（ 以下「 証

券」 と いう 。） を交付する 。  

２  証券の交付を請求し よ う と する 者は、 当会社に対し 、 当該寄託物の価額（ 以下「 寄託価

額」 と いう 。） 及び火災保険によ っててん補さ れる べき 損害の範囲を申し 出なければなら

ない。  

３  前項によ る 寄託価額の申出がないと き 、 又は申出のあった寄託価額が不相当と 認めら れ

る と き は、 当会社は、 相当と 認めら れる 額をその寄託価額と 定める こ と ができ る 。  

 

 （ 証券の交付制限）  

第十六条 寄託者は、 寄託物を目的と し た動産譲渡登記の手続がなさ れた場合は、 当該寄託

物に対する 証券の交付請求を する こ と ができ ない。 ま た、 こ れに反し た場合に生じ る 全て

の損害は、 寄託者の責任と する 。  

 

 （ 在庫証明書の交付）  

第十七条 当会社は、 証券が発行さ れていない受寄物に対し て、 寄託者の請求があったと き

は、 寄託者の費用において、 証明基準日が記載さ れた在庫を証する 書面（ 以下「 在庫証明

書」 と いう 。） を交付する こ と がある 。  

２  在庫証明書は、 譲渡し 、 又は担保に供する こ と ができ ない。  

３  前二項の在庫証明書は、 証明基準日翌日以降の在庫を証し ない。  

 

 （ 発券受寄物の分割）  

第十八条 同一の種類及び品質で同一の荷口に属する 受寄物に対し て、 証券を 二枚以上に分

割し て発行する と き は、 各証券所持人に引き 渡すべき 貨物の分割については、 当会社の決

定に委ねる も のと する 。  
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 （ 証券を喪失し た場合の貨物の出庫又は証券の再交付）  

第十九条 証券所持人が証券を盗取さ れ、 又は紛失若し く は滅失し たと き は、 公示催告の申

立てをし た後、 当会社が相当と 認める 担保を提供し て、 寄託物の出庫又は証券の再交付を

求める こ と ができ る 。 こ の場合において、 当会社は、 証券所持人が当会社に提出し た担保

物件を、 当該証券について除権決定が確定し た後でなければ返還し ない。  

 

   第四章 受寄物の保管 

 

 （ 保管方法）  

第二十条 当会社は、 受寄物を入庫当時の荷姿のま ま 当会社が定めた方法によ り 保管する 。  

２  当会社は、 寄託者又は証券所持人の承諾を得ずに、 受寄物の入庫当時の保管箇所又は保

管設備の変更、 受寄物の積換、 他の貨物と の混置その他の保管方法の変更をする こ と がで

き る 。 ただし 、 特約がある 場合は、 こ の限り でない。  

 

 （ 容積建保管）   

第二十一条 当会社は、 寄託者と 別段の特約をし たと き は、 受寄物を限定し 、 冷蔵室の全部

又は一部を区画し て当該寄託者のために容積建保管をする こ と ができ る 。  

２  寄託者が寄託申込書等に寄託物の数量及び個数を記載し ない場合であって、 当会社が受

寄物の庫入庫出に際し 、 受寄物の数量又は個数を確認し ないと き は、 こ れら の不足によ り

生じ た損害については、 第十条第四項の規定を準用する 。  

 

 （ 再寄託）  

第二十二条 当会社は、 やむを得ない事由がある と き は、 寄託者又は証券所持人の承諾を得

ないで、 当会社の費用で他の倉庫業者に受寄物を再寄託する こ と ができ る 。  

 

 （ 混合保管）  

第二十三条 当会社は、 一つの倉庫又は同一の保管場所若し く は保管地における 多数の倉庫

において、 保管室温度帯、 貨物の品名と 単量、 荷造り の種類及び記号・ 規格又はそれら に

相当する 事項が同一の受寄物を混合保管する こ と ができ る 。  

２  当会社は、 一人の寄託者又は証券所持人に対し 、 他の寄託者又は証券所持人の同意なく

し て、 混合保管し た受寄物の中から 当該寄託者又は証券所持人の寄託に係る も のと 同一数

量のも のを返還する こ と ができ る 。  

３  前項の規定は、 寄託者又は証券所持人の一人が自己の寄託に係る 数量の受寄物を特定保

管に転換する と き に準用する 。  

 

 （ 保管期間）  

第二十四条 受寄物の保管期間は、 三月と し 、 受寄物を入庫し た日から 起算する 。  
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２  前項の保管期間は、 当会社の承認を得て更新する こ と ができ る 。  

３  第一項の保管期間は、 特約によ り 、 別に定める こ と ができ る 。  

 

 （ 寄託価額の変更）  

第二十五条 証券所持人は、 寄託物の価格に著し い変動があったと き は、 当会社に対し 、 遅

滞なく 証券を提出し て寄託価額の変更を申し 出なければなら ない。  

２  当会社は、 受寄物の寄託価額が不相当と 認めら れる に至ったと き は、 証券所持人と 協議

のう え、 相当と 認めら れる 価額に変更する こ と ができ る 。  

３  寄託者が寄託価額を申し 出た場合において、 寄託物の価格に著し い変動があったと き

は、 前二項の規定を準用する 。  

 

 （ 保管不適貨物の処置）  

第二十六条 当会社は、 受寄物が次の事由に該当する と き は、 寄託者又は証券所持人に対し

て、 相当の期間を定めて適宜の処置をする よ う に催告する こ と ができ る 。 こ の場合におい

て、 寄託者又は証券所持人は遅滞なく 処置をし なければなら ない。  

一 受寄物が保管に適し なく なったと 認めら れる と き 。  

二 受寄物が倉庫又は他の受寄物に損害を与える おそれがある と き 。  

三 その他やむを得ない事由によ り 受寄物の保管を継続する こ と ができ なく なったと き 。  

２  寄託者若し く は証券所持人が当会社の定めた期間内に前項の催告に応じ ないと き 又は当

会社が催告をする いと ま がないと き は、 当会社は、 受寄物の廃棄その他の適宜の処置をす

る こ と ができ る 。  

３  前二項の処置によ って生じ た損害及びそれに要し た費用は、 当会社の責に帰すべき 事由

に基づく 場合でない限り 、 寄託者又は証券所持人の負担と する 。  

 

 （ 見本の摘出、 寄託物の点検、 保存）  

第二十七条 証券所持人が、 証券の発行さ れている 寄託物の見本の摘出、 寄託物の点検又は

保存に必要な処置をし よ う と する と き は、 証券を当会社に提出し なければなら ない。  

２  寄託者が、 寄託物の見本の摘出、 寄託物の点検又は保存に必要な処置をし よ う と する と

き は、 入庫情報、 在庫情報その他の当会社が指定し た事項を書面で当会社に提出し なけれ

ばなら ない。  

３  前項の寄託者は、 同項の書面の提出に代えて、 当該書面に記載すべき 事項をフ ァ ク シミ

リ 装置又は電磁的方法によ り 提供する こ と ができ る 。 こ の場合において、 当該寄託者は、

当該書面を提出し たも のと みなす。  

４  見本の摘出、 寄託物の点検又は保存に必要な処置によ り 荷造り を毀損し 、 又は価格に影

響を及ぼすも のと 認める と き は、 当会社は、 その旨を証券その他必要な書面に記載する か、

当該書面に記載すべき 事項をフ ァ ク シミ リ 装置又は電磁的方法によ り 提供する 。  

５  見本の摘出、 寄託物の点検又は保存に必要な処置であっても 、 やむを得ない場合には、
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こ れを拒絶する こ と ができ る 。  

 

   第五章 受寄物の出庫 

 

 （ 出庫手続）  

第二十八条 証券によ り 寄託物を出庫し よ う と する 者は、証券に指定さ れた事項を記入し て、

記名押印のう え、 当会社に提出し なければなら ない。  

２  証券の発行さ れていない寄託物を出庫し よ う と する 者は、 当会社が指定し た事項を記入

し た書面を当会社に提出し なければなら ない。  

３  前項の場合において、 証券の発行さ れていない寄託物を出庫し よ う と する 者は、 当会社

が指定し た事項を記入し た書面の提出に代えて、 当該書面に記載すべき 事項を フ ァ ク シミ

リ 装置又は電磁的方法によ り 提供する こ と ができ る 。 こ の場合において、 当該者は、 当該

書面を提出し たも のと みなす。  

４  当会社は、 寄託者が寄託物を第三者に対し て債権の担保に供し たと き は、 出庫の請求に

関し 、 その第三者と 第一項及び第二項の規定と 異なる 特約をする こ と ができ る 。  

 

 （ 出庫の拒絶）  

第二十九条 当会社は、 保管料、 荷役料、 立替金その他の費用及びこ れら に対する 延滞金の

支払いを受けない間は、 出庫の請求に応じ ないこ と ができ る 。 こ の場合において、 出庫の

請求に応じ ないこ と によ る 損害については、 当会社は、 その責任を負わない。  

２  前項の場合において、 受寄物の留置期間中の保管料、 荷役料、 立替金その他の費用及び

こ れら に対する 延滞金は、 寄託者又は証券所持人の負担と する 。  

 

 （ 出庫の一時拒絶）  

第三十条 当会社は、 停電その他のやむを得ない事情によ り 、 施設又は装置の機能に支障が

ある と き は、 出庫を一時拒絶する こ と ができ る 。  

 

 （ 一部の出庫の拒絶）  

第三十一条 当会社が必要と 認めたと き は、 受寄物の一部の出庫を拒絶する こ と ができ る 。  

 

 （ 出庫手続済寄託物の引取り と 出庫書類の流通禁止）  

第三十二条 寄託物につき 出庫の手続を し た寄託者又は証券所持人は、 遅滞なく その貨物を

引き 取ら なければなら ない。  

２  当会社の出庫指図書、 出庫伝票、 出庫依頼書その他の出庫に関する 書類は、 譲渡し 、 又

は担保に供する こ と ができ ない。  

 

   第六章 引取り のない受寄物の処置 
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 （ 引取り の請求）  

第三十三条 当会社は、 保管期間満了の後に、 寄託者又は証券所持人に対し 、 受寄物の引取

り を請求する こ と ができ る 。  

２  前項の請求は、 一定の日ま でに引取り がなさ れないと き は引取り を拒絶し たも のと みな

す旨を付記し てする こ と ができ る 。  

 

 （ 供託）  

第三十四条 寄託者若し く は証券所持人が寄託物を受け取る こ と を拒み、 若し く は受け取る

こ と ができ ないと き 又は当会社の過失なく し て寄託者若し く は証券所持人を確知する こ と

ができ ないと き は、 当会社は、 その受寄物を供託する こ と ができ る 。  

２  前項の規定によ り 受寄物を供託し たと き は、 遅滞なく その旨を寄託者又は証券所持人に

通知する 。 ただし 、 寄託者又は証券所持人を確知する こ と ができ ないと き は、 こ の限り で

ない。  

 

 （ 競売）  

第三十五条 当会社は、 前条第一項に規定する 場合において、 寄託者又は証券所持人に対し

て期限を定めて受寄物の引取り の催告を し たにも かかわら ず、 その期限内に引取り がなさ

れないと き は、 その受寄物を 民事執行法（ 昭和五十四年法律第四号） に定める 手続によ り

競売する こ と ができ る 。  

２  前項の規定によ り 受寄物を競売し たと き は、 遅滞なく その旨を寄託者又は証券所持人に

通知する 。 ただし 、 寄託者又は証券所持人を確知する こ と ができ ないと き は、 こ の限り で

ない。  

 

 （ 任意売却）  

第三十六条 当会社は、 第三十四条第一項に規定する 場合において、 寄託者又は証券所持人

に対し て期限を 定めて受寄物の引取り の催告をし たにも かかわら ず、 その期限内に引取り

がなさ れないと き 、 かつ、 次の事由が発生し たと き は、 競売に代えて寄託者又は証券所持

人の危険及び費用で任意に受寄物を売却又は処分する こ と ができ る 。 こ の場合には、 当会

社は、 知れたる 寄託者又は証券所持人に対し て、 あら かじ めその旨及び売却の期日を予告

する 。  

一 受寄物の価格が保管料その他の費用及び競売費用を加えた額に満たないと き 。  

二 受寄物が損敗する おそれがある と き 。  

２  当会社は、 過失なく し て寄託者又は証券所持人を 確知する こ と ができ ないと き は、 前項

と 同様にこ れを任意に売却又は処分する こ と ができ る 。  

３  当会社は、 前二項によ り 任意売却し た受寄物の代価から 保管料、 荷役料、 立替金その他

の費用及びこ れら に対する 延滞金並びに任意売却のために要し た費用を控除し た後、 その
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残額を寄託者又は証券所持人に支払う 。  

 

   第七章 受寄物の損害保険 

 

 （ 火災保険の付保）  

第三十七条 当会社は、 証券を発行する 受寄物については、 反対の意思表示がない限り 、 寄

託者又は証券所持人のために、 受寄物を当会社が適当と する 保険者の火災保険に付する 。

ただし 、 他の倉庫業者に再寄託し た受寄物については、 その再寄託を受けた倉庫業者がそ

の適当と する 保険者の火災保険に付する も のと する 。  

２  証券を発行し ない受寄物についても 、 寄託者がその寄託価額を明示し 、 火災保険を締結

する こ と を委託し たと き は、 第十五条第二項及び第三項並びに前項の規定を準用する 。  

３  前二項によ る 受寄物の火災保険によ り てん補さ れる べき 損害は、 火災によ る 冷凍若し く

は冷蔵装置又は設備の破壊変調のために生じ た損害以外の火災によ る 損害と し 、 その他受

寄物の火災保険に関する 事項は、 全て当会社（ 再寄託をし た受寄物については、 その再寄

託を受けた倉庫業者をいう 。 以下第四十条ま で同じ 。） と 保険者と の特約によ る 。  

４  当会社は、 寄託者又は証券所持人に告知し ないで、 保険者を変更する こ と ができ る 。  

 

（ 火災保険料の負担）  

第三十八条 当会社が前条の規定によ り 受寄物を火災保険に付し た場合には、 寄託者又は証

券所持人は、 その火災保険料及び火災保険の締結に要し た費用を当会社に支払わなければ

なら ない。  

 

 （ 火災保険金額及び一部出庫によ る 減額）  

第三十九条 当会社が第三十七条第一項の規定によ り 受寄物について締結する 火災保険契約

の保険金額は、 受寄物の寄託価額と する 。  

２  火災保険に付し た受寄物の一部を出庫し たと き は、 その割合に応じ て保険金額を減額す

る 。  

 

 （ 損害てん補額の決定）  

第四十条 寄託者又は証券所持人は、 寄託物が罹災し た場合に、 罹災当時の価格及び損害の

程度並びに損害てん補額を保険者と 決定する に際し ては、 それぞれの金額について当会社

の承認を得なければなら ない。  

２  前項の決定をする にあたって、 寄託者又は証券所持人に異議があって保険者と 協議が整

わないと き は、 当会社は、 保険者と 協議決定する こ と ができ る 。  

 

 （ 火災保険金の支払手続）  

第四十一条 寄託者又は証券所持人は、 当会社を経由し て火災保険金の支払いを受けなけれ
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ばなら ない。  

 

 （ 告知義務違反等によ る 損害の負担）  

第四十二条 寄託者又は証券所持人が火災保険契約の効力に関し て影響を及ぼすよ う な事項

を告知せず、 又は不実の告知をし たこ と によ って生じ た損害は、 寄託者又は証券所持人の

負担と する 。  

 

   第八章 受寄物の損害賠償 

 

 （ 責任の始期及び終期）  

第四十三条 当会社の受寄物に関する 責任は、 寄託者から 受寄物の引渡し を受けたと き に始

ま り 、 受寄物の引渡し をし たと き に終わる 。  

２  当会社は、 受寄物の引渡し をし た後は、 当該貨物が当会社の構内に残存する 場合であっ

ても 、 その保管の責任を負わない。  

 

 （ 賠償事由及び挙証責任）  

第四十四条 寄託者又は証券所持人に対し て当会社が賠償の責任を負う 損害は、 当会社又は

その使用人の故意又は重大な過失によ って生じ た場合に限る 。  

２  前項の場合に当会社に対し て損害賠償を請求し よ う と する 者は、 その損害が当会社又は

その使用人の故意又は重大な過失によ っ て生じ たも のである こ と を証明し なければなら な

い。  

 

 （ 再寄託物の責任）  

第四十五条 当会社は、 第二十二条の規定によ り 他の倉庫業者に受寄物を再寄託し たと き に

おいても 、 こ の約款によ って、 その受寄物に関し て責任を負う 。  

 

 （ 免責事項）  

第四十六条 次に掲げる 損害については、 当会社は、 その責任を負わない。  

一 地震、 津波、 高潮、 大水、 暴風雨、 爆発、 戦争、 事変、 暴動、 強盗、 労働争議、 そ害、

虫害、 貨物の性質若し く は欠陥、 荷造り の不完全、 防疫その他の抗拒又は回避する こ と

のでき ない災厄、 事故、 命令、 処置又は保全行為によ って直接と 間接と を問わず生じ た

損害 

二 不可抗力によ る 火災によ って生じ た損害 

三 寄託者又は証券所持人に対し て行う 引取り の請求に定めた期限後において当該受寄

物について生じ た損害 

 

（ 内容不検査貨物に関する 免責）  
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第四十七条 当会社は、 受寄物の内容を 検査し ないと き には、 その内容と 証券の記載内容と

の不一致については、 責任を 負わない。 こ の場合においては、 受寄物の内容を 検査し ない

旨を証券面に表示する 。  

 

（ 賠償額の算定）  

第四十八条 受寄物の滅失又は損傷によ る 損害に対する 当会社の賠償金額は、 損害発生当時

の時価若し く は発生の時期又はそのいずれも が不明である と き は、 発見当時の時価によ り

損害の程度に応じ て算定する 。 ただし 、 時価が受寄物の火災保険金額又は寄託価額を超え

る 場合は、 その保険金額又は寄託価額によ り 損害の程度に応じ て算定する 。  

２  前項以外の損害に対する 当会社の賠償金額は、 当該受寄物に対する 既発生料金の総額を

限度と する 。  

 

（ 損害受寄物に関する 権利の取得）  

第四十九条 当会社が、 滅失又は損傷し た受寄物について、 寄託者が算定し た滅失又は損傷

前における その受寄物の価額の全部を寄託者又は証券所持人に賠償し たと き は、当会社は、

寄託者又は証券所持人がその受寄物について有する 一切の権利を取得する 。  

２  当会社は、 前項に基づいて権利を取得し た受寄物について、 売却、 廃棄その他の任意の

方法で処分する こ と ができ る 。  

３  寄託者は、 前項の処分に関連し て発生し た費用について、 当会社に対し て請求する こ と

ができ ない。  

 

（ 引渡し によ る 責任の消滅）  

第五十条 当会社は、 寄託者（ 寄託者の代理人（ 受領に係る も のに限る 。） を含む。） 又は証券

所持人が留保し ないで寄託物を受け取っ た後は、 保管料等の受領の有無にかかわら ず、 そ

の貨物の損害について責任を負わない。  

 

 （ 寄託者の賠償責任）  

第五十一条 寄託者は、 第十条第四項の場合において、 当会社に与えた損害又は寄託物の性

質若し く は欠陥によ り 生じ た損害については、 過失の有無にかかわら ず、 賠償の責任を負

わなければなら ない。  

 

 （ 引取遅延によ る 損害）  

第五十二条 寄託者が第十三条第二項によ り 引き 取る べき 貨物の引取り が遅れたために当会

社が損害を受けたと き は、 寄託者は、 その損害を賠償し なければなら ない。  

 

（ 違約金）  

第五十三条 当会社が寄託の申込みを承諾し た後に、 寄託申込者が約定の日に貨物を引き 渡
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さ なかったと き は、 寄託者又は寄託申込者は、 その日から 引渡し のあった日ま で又は予約

の解除の日ま での保管料相当額の損害金を支払わなければなら ない。  

 

   第九章 保管料、 荷役料、 手数料等 

 

（ 料金の支払い）  

第五十四条 寄託者又は証券所持人は、 当会社が国土交通大臣に届け出た冷蔵倉庫保管料及

び冷蔵倉庫荷役料その他の営業に関する 料金を当会社の定めた日又は第二十四条の保管期

間満了の日ま でに支払わなければなら ない。  

２  寄託者又は証券所持人が次の各号のいずれかに該当し たと き は、 直ちに期限の利益を喪

失する と と も に、 全ての債務を直ちに当会社へ支払わなければなら ない。  

一 第三者から 差押え、 仮差押え、 仮処分、 強制執行又は競売等の申立てを受け、 又は公

租公課の滞納処分を受けたと き 。  

二 私的整理、 会社更生、 民事再生、 破産、 特別清算その他の法的整理手続開始の申立て

を受け、 又は自ら こ れら の申立てをし たと き 。  

三 自ら 振出し 又は引き 受けた手形若し く は小切手の不渡り が発生し たと き 。  

四 支払停止又は支払不能の状況に至る 等、 財産状態が悪化し 、 又はそのおそれがある と

認めら れる と き 。  

五 事業の全部又は重要な事業の一部を廃止し たと き 。  

六 合併によ ら ないで解散し たと き 。  

七 本約款の規定に著し く 違反し たと き （ 本約款の規定に違反し 、 当会社から の催告がな

さ れても 相当期間内に違反が解消さ れないと き を含む。）。  

八 寄託物を全量出庫し よ う と する と き 。  

３  寄託者又は証券所持人は、 証券の発行、 分割又は書換を請求する と き は、 当会社が国土

交通大臣に届け出た手数料を支払わなければなら ない。  

 

 （ 延滞金）  

第五十五条 寄託者又は証券所持人は、 当会社が定めた日ま でに前条の料金を 支払わないと

き は、 その日の翌日から 支払いのあった日ま での年十四・ 六パーセント の割合を乗じ て計

算し た延滞金を支払わなければなら ない。  

 

 （ 料金の変更）  

第五十六条 当会社は、 料金を変更し たと き は、 変更さ れた日の属する 期から 、 新料金によ

り 請求する 。  

 

 （ 滅失受寄物の料金の負担）  

第五十七条 当会社は、 受寄物が滅失し たと き は、 滅失し たと き ま での料金を 寄託者又は証
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券所持人に請求する こ と ができ る 。 ただし 、 当会社の責に帰すべき 事由によ り 滅失し た場

合においては、 当該保管期間に係る 料金については、 こ の限り でない。  

 

   特 約 条 項 

 

当会社は、 保税蔵置場に保管さ れる 受寄物についての寄託、 寄託の予約及びこ れら に関連

する 契約に関し ては、 次の条項及び関税法（ 昭和二十九年法律第六十一号） の規定によ る ほ

か、 冷蔵倉庫寄託約款を適用する 。  

 

 （ 寄託に関する 提出書類）  

第一条 寄託者は、 外国貨物の寄託申込書には、 所要の記載事項のほかに、 積載船舶の名称

及びその国籍並びに入庫の際における 貨物の検査の要否を記載し なければなら ない。  

 

 （ 証券）  

第二条 当会社は、 外国貨物に対し て交付する 証券には保税の旨を表示する 。  

２  外国貨物に対し て証券が発行さ れている 場合において、 当該貨物が内国貨物と なったと

き 又は税関に収容さ れたと き は、 証券所持人は、 その証券を当会社に提出し なければなら

ない。  

 

 （ 入庫、 見本の摘出、 内容の点検、 出庫等）  

第三条 寄託者又は証券所持人は、 次の各号に掲げる 場合には、 税関長 の承認書又は許可書

を当会社に提出し なければなら ない。  

一 保税蔵置場に外国貨物を入庫する と き 。  

二 外国貨物の見本の摘出、 内容の点検、 改装、 仕分その他の手入れ又は保存に必要な行

為をする と き 。  

三 外国貨物を保税蔵置場から 出庫する と き 。  

四 日曜日、 国民の祝日に関する 法律（ 昭和二十三年法律第百七十八号） に規定する 休日

又はこ れら の日以外の日の税関執務時間外において外国貨物の取扱いを要する と き 。  

２  前項の規定は、 輸入の許可を受けた貨物又は輸出し よ う と する 貨物について準用する 。  

３  前二項において、 受寄物の入庫、 出庫その他の取扱いについて必要な手続は、 寄託者又

は証券所持人において行う も のと する 。  

 

 （ 保管期間）  

第四条 当会社は、 寄託を受けた外国貨物の保管期間が法定蔵置期間を超える 寄託者又は証

券所持人から の保税蔵置期間の延長 請求に対し ては、 こ れを拒絶する こ と ができ る 。  

 

 （ 輸入手続完了後の受寄物）  



 

15 
 

第五条 寄託者又は証券所持人は、 外国貨物の輸入手続を完了し たと き は、 遅滞なく 寄託物

を引き 取ら なければなら ない。  

２  当会社は、 前項によ り 引取り がなさ れないと き は、 寄託者又は証券所持人の費用で受寄

物を保税を目的と し ない倉庫に倉移し をする こ と ができ る 。  

３  当会社は、 第一項によ り 引取り がなさ れないと き は、 寄託者に通知し て受寄物の寄託価

額を変更する こ と ができ る 。  

 

 （ 収容貨物の料金）  

第六条 寄託者又は証券所持人は、 寄託物が収容さ れたと き は、 当該寄託物に関する 保管料、

荷役料、 立替金その他の費用及びこ れら に対する 延滞金を遅滞なく 当会社に支払わなけれ

ばなら ない。  

 

 （ 収容貨物の公売等）  

第七条 収容さ れた受寄物が公売又は随意売却に付さ れた場合において、 その代金が法定費

用に充てら れた後残金のある と き は、 当会社は、 その残金から 保管料、 荷役料、 立替金そ

の他の費用及びこ れら に対する 延滞金の支払いを受け、 なお不足がある と き は、 寄託者又

は証券所持人に請求する 。  

２  前項の規定は、 当会社が寄託者又は証券所持人に対し 直接に債権の全額の請求をする こ

と を妨げない。  

 

 （ 収容解除手続）  

第八条 寄託者又は証券所持人は、 収容貨物の解除を 申請し よ う と する と き は、 あら かじ め

当会社の承諾を受けなければなら ない。  

 

 （ 関税の提供）  

第九条 寄託物が亡失し 、 又は滅却さ れても 関税の納付を要する と き は、 寄託者又は証券所

持人は、 遅滞なく 当該寄託物に対する 関税に相当する 金額を当会社に提供し なければなら

ない。 ただし 、 当会社の責に帰すべき 事由によ り 受寄物が亡失し 、 又は滅却さ れたと き は、

提供を受けた金額を返還する 。  

 

 （ 延滞金）  

第十条 寄託者又は証券所持人が前条に規定する 提供を怠った場合において、 当会社が寄託

者又は証券所持人の負担すべき 関税を納付し たと き は、 納付の日から 年十四・ 六パーセン

ト の割合を乗じ て計算し た利息を請求する 。  

 

 （ 免責事項）  

第十一条 当会社は、 次の損害については、 責任を負わない。  
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一 税関が行う 検査、 収容その他の税関が行う 措置によ り 受寄物に関し 生じ た損害 

二 税関の収容後、 公売その他の諸手続によ り 寄託者又は証券所持人の受ける こ と のある

損害 

 


